事務連絡　
令和３（2021）年４月12日　

　救急告示医療機関　御中


栃木県保健福祉部医療政策課　


　　　訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策の周知及び不払いが発生した場合の報告方法について（依頼）

　本県の救急医療行政の推進につきましては、日頃から御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室から下記のとおり、訪日外国人受診者の医療費不払いの発生防止に関する医療機関向け資料が送付されましたので、御活用ください。
　また、医療費の不払い等の経歴がある訪日外国人について、次回以降の入国審査の厳格化を検討する方針が決定されたことに伴い、厚労省では訪日外国人受診者の不払い情報の収集を開始する予定とのことですので、下記通知を御覧いただき、該当事例が発生した際には厚労省へ報告いただきますよう御協力をお願いいたします。

記
１　送付資料
①　令和３年３月31日厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室	事務連絡
「訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策の周知及び不払いが発生した場合の報告方法について（依頼）」
　※訪日外国人受診者の不払い情報の報告方法の詳細は、４月末を目途に下記URLにて案内予定とのことです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html
②　訪日外国人の受診時対応チェックリスト
③　受付で使える訪日外国人受診者対応簡易手順書
[bookmark: _GoBack]※①～③について、とちぎ医療ネットに掲載しておりますので御活用ください。
　　URL：http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/


医療体制整備担当　濱辺
TEL　　028-623-3157
MAIL　 hamabef2001@pref.tochigi.lg.jp
